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問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
８
）

健　康

高
額
療
養
費
の
上
限
額
が
変
わ
り
ま
す

国
保
に
加
入
し
て
い
る
70
歳

か
ら
75
歳
未
満
の
方
が
対
象

　

高
額
療
養
費
制
度
は
、
１
カ
月
に

支
払
っ
た
医
療
費
の
一
部
負
担
金
が

一
定
額
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
超

え
た
金
額
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　

8
月
の
診
療
分
か
ら
、
70
歳
か
ら

75
歳
未
満
の
方
の
高
額
療
養
費
の
自

己
負
担
限
度
額
が
左
表
の
と
お
り
変

更
に
な
り
ま
す
。

※
70
歳
未
満
の
方
の
上
限
額
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

高
額
療
養
費
の
支
給
対
象
に
な
っ

適用区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み
所得者

医療費が３割負担の方 ８月から→ 57,600 円
※現在：44,400 円

80,100 円
※変更なし

一般
医療費が２割または

１割負担で市民税課税の方

８月から→ 14,000 円
※現在：12,000 円

（年間上限額：144,000 円）

８月から→ 57,600 円
※現在：44,400 円

住民税
非課税

変更なし

◎過去 12 カ月以内にひとつの世帯で高額療養費の支給が 4回以上あった場合、4回目
以降は限度額が 44,400 円に下がります。年間上限額は８月から翌年７月までの計算。

■ 70 歳から 75 歳未満の方の自己負担額限度額（月額）

た
方
に
は
、
診
療
月
の
約

３
カ
月
後
に
申
請
通
知
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
医
療

機
関
の
領
収
書
を
持
参
の

上
、
伊
奈
庁
舎
国
保
年
金

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
社
会
保
険
の
場
合
、
所

得
要
件
お
よ
び
支
給
の
方

法
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
勤
務
先
ま
た
は
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
組
合

な
ど
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
計
算
上
の
注
意
】

　

外
来
は
個
人
ご
と
に
計

算
。入
院
を
含
む
場
合
は
、

世
帯
単
位
で
入
院
と
外
来

を
合
算
し
計
算
。
入
院
時

差
額
ベ
ッ
ド
代
、
食
事
代

お
よ
び
保
険
外
診
療
は
対

象
外
。
交
通
事
故
や
業
務

上
の
怪
我
（
労
災
）
は
該

当
に
な
り
ま
せ
ん
。

問 

谷
和
原
庁
舎
市
民
サ
ポ
ー
ト
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
２
０
１
）

お知らせ
【
男
女
共
同
参
画
計
画
】
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

　

市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の

早
期
実
現
の
た
め
に
、
平
成
19
年
度

に
策
定
し
た
「
つ
く
ば
み
ら
い
市
男

女
共
同
参
画
計
画
」
に
基
づ
き
、
各

種
施
策
事
業
の
推
進
に
努
め
て
き
ま

し
た
。
次
の
新
た
な
計
画
策
定
に
向

け
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
反
映
さ

せ
、
さ
ら
な
る
向
上
が
図
れ
る
よ
う

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

無
作
為
抽
出
し
た
市
内
在
住
の
18

歳
以
上
の
男
女
２
３
５
０
人
の
方

に
、
6
月
下
旬
に
調
査
票
を
郵
送
し

ま
す
。
調
査
票
が
届
い
た
方
は
、
調

査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
回
答
内
容
を
ほ
か
に
漏
ら

す
こ
と
や
、
目
的
外
に
使
用
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
調
査
に
ご

協
力
い
た
だ
い
た
方
に
ご
迷
惑
を
お

か
け
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

６
月
下
旬
に
調
査
票
を
郵
送

問 

谷
和
原
庁
舎
生
活
環
境
課  

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
３
３
０
２
）

犬
の
予
防
接
種
と
変
更
届

手続き・申請

■
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
で
接
種
で

き
な
か
っ
た
方
へ

　

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、
年
１
回

の
狂
犬
病
予
防
注
射
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
５
月
の
予
防
集
合
注

射
で
接
種
を
行
わ
な
か
っ
た
方
は
、

動
物
病
院
で
接
種
し
て
い
た
だ
き
、

市
役
所
へ
の
登
録
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
市
内
の
動
物
病
院
で
接
種
し
た
場

合
↓
病
院
で
登
録
を
代
行
し
ま
す
。

市
役
所
で
の
登
録
は
不
要
で
す
。

◎
市
外
の
動
物
病
院
で
接
種
し
た
場

合
↓
動
物
病
院
で
発
行
さ
れ
る
「
狂

犬
病
予
防
接
種
証
明
書
」
を
持
参
の

上
、
生
活
環
境
課
窓
口
（
谷
和
原
庁

舎
）
で
登
録
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
手
数
料
な
ど

○
注
射
料
金
…
動
物
病
院
の
注
射
料

　

金
は
、
市
の
集
合
注
射
料
金
と
異

　

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
注
射
済
証
交
付
手
数
料
…
４
０
０
円

※
犬
の
登
録
を
す
る
場
合
、
別
途
登

録
手
数
料
（
２
０
０
０
円
）
が
必
要

で
す
。

■
死
亡
・
住
所
変
更
な
ど
の
届
け
出

　

飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合
、
ま
た

は
飼
い
主
が
住
所
変
更
な
ど
を
し
た

場
合
の
届
け
出
は
、
次
の
と
お
り
で

変更事項 届出方法

犬の死亡
生活環境課窓口（谷和原庁舎）への届
け出が必要になります。電話でも受け
付けています。

市内住所変更
市内への転入

生活環境課窓口（谷和原庁舎）への届
け出が必要になります。

市外への転出
転出先の市区町村への届け出が必要に
なります。詳しくは転出先の市区町村
へお問い合わせください。

トヨシマ動物病院（上小目 171） ☎ 52 ‐ 2102

伊奈動物病院（中平柳 1118-2） ☎ 58 ‐ 3478

高岡どうぶつ病院（高岡 115-10） ☎ 57 ‐ 7878

ぐり動物病院（陽光台 1-18-4-103） ☎ 57 ‐ 8611

紫峰ヶ丘動物病院（紫峰ヶ丘 2-4-7） ☎ 58 ‐ 0620

■市内の動物病院

す
。
届
け
出
の
際
は
、
犬
の
登
録
鑑

札
が
あ
る
と
ス
ム
ー
ズ
な
手
続
き
が

で
き
ま
す
。


